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緊急時環境モニタリング実施要領
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１　目　的

現地モニタリング班

モニタリング支援班

愛　媛　県 環境政策課 ３名 3
衛生環境研究所 １７名 17
八幡浜中央保健所 ３名 3
大洲保健所 ２名 2
消防防災安全課 １名 1
水産局 ３名 3

関　係　町 伊方町 ５名 5
保内町 ２名 2
瀬戸町 ２名 2

四国電力㈱ 本社、伊方発電所等 １６名 16
５４名 54

（２）モニタリング要員

計 測 チ ー ム

　イ　愛媛県、関係町及び四国電力㈱のモニタリング要員の招集については、別に定める「愛媛県立衛生環
　　境研究所原子力災害対策要領」に基づき、衛生環境研究所長が行う。
　　　なお、国等のモニタリング要員の派遣については、衛生環境研究所長が県民環境部長に要請する。

　ウ　愛媛県、関係町及び四国電力㈱は、協力して、モニタリング技術の維持及び向上を図るため、モニタ
　　リング要員に対する教育訓練を積極的に行う。

人　数

　　計

区　　　分 所　　属

（モニタリング組織を構成するモニタリング要員のチーム別配置内訳は、「３　モニタリングの実施
（3）モニタリング要員の段階別チーム別配置内訳」に示す。）

　　　モニタリング組織は、次のとおりとする。

現 地 モ ニ タ
リ ン グ 班 長

緊急時環境モニタリング実施要領

２　モニタリングの組織、要員、任務及び設置場所

（１）モニタリング組織

　この要領は、「愛媛県原子力防災計画」第２編第４章の環境モニタリング体制の整備に基づく緊急時環境モ
ニタリング等（以下「モニタリング」という）の組織、実施内容及び方法等を定め、モニタリングを迅速かつ
効果的に実施することを目的とする。

派 遣 専 門 家

評 価 チ ー ム

情報収集チーム

モニタリングポスト
等 監 視 チ ー ム

空間ガンマ線・中性
子線サーベイチーム

　　ア　愛媛県、関係町及び四国電力㈱のモニタリング要員については、次のとおりとし、毎年度、各所属
      長の推薦により登録する。
　　　　なお、派遣モニタリング要員については、文部科学省、指定公共機関（独立行政法人放射線医学総
      合研究所、核燃料サイクル開発機構、日本原子力研究所）及び四国電力㈱以外の電力事業者、各関連
      道府県からの派遣者をもって充てる。

モニタリング
本 部 長

空気モニタリ ング
チ ー ム

モニタリング
支 援 班 長

派遣モニタリ ング
要 員総 務 チ ー ム

試料サンプリング及
びサーベイチ ーム

1



区　　　分 組          織 任                              務 設置場所

　　イ　各チームの責任者は各班長の指示に基づきチーム員を指揮し、それぞれの任務を総括する。

　　ウ　国及び関係機関から派遣されるモニタリング要員は、各チームに加わりその業務を支援する。

　　エ　国及び関係機関から派遣される専門家は、本部長及び現地モニタリング班長に対し必要な技術的事項に
　　　ついて指導または助言を行う。

モニタリング
支援班 衛生環境研究所

総務チーム
・緊急時モニタリング資機材の調達、供給を行
う。
・他県の監視センターと連絡調整を行う。

・採取試料の分析及び解析を行う。
・積算線量の測定を行う。
・テレメータシステムの維持管理を行う。
・現地モニタリング要員に対する防護対策の助
言と支援を行う。

計測チーム

モニタリング支援班を総括し、現地モニタリン
グ班の支援を指揮し、各チームの責任者を指名
する。

モニタリング支援
班長

空間ガンマ線・中性
子線サーベイチーム

モニタリングポスト
等監視チーム

モニタリング本部長

現地モニタリング
班長

評価チーム　　　　　　　

・緊急時モニタリング領域（地上、海上、上
空）のサーベイを行う。
・可搬型臨時モニタリングポストの設置、指定
領域の空間ガンマ線量率、中性子線量率、異常
事態発生期間中の外部(実)被ばく線量を測定す
る。
・積算線量計の配置、回収を行う。

原子力防災対策地域

・緊急時モニタリング領域で、土壌・飲料水・
農畜水産物のサーベイ及びサンプリングを行
う。
・サンプリング試料をモニタリング支援班へ送
付する。

モニタリング本部を総括し、緊急時環境モニタ
リング等を指揮する。

緊急時モニタリング領域で、ヨウ素等のサンプ
リングとそのサンプルの簡易計測を行い、空気
汚染濃度を求める。

・情報収集チームからの情報をもとに、環境に
おけるモニタリング領域・地点を決定する。
・ＳＰＥＥＤＩの予測結果等を参考に、住民の
予測被ばく線量を推定する。

現地モニタリング本部を総括し、緊急時環境モ
ニタリング等の作業を指揮し、各チームの責任
者を指名する。

・異常事態発生事業所の放出源データ等を収集
する。
・各モニタリングチ ーム測定結果の収集及び
連絡を行う。
・ＳＰＥＥＤＩの予測結果及び気象予測結果の
入手を行う。

（３）モニタリング組織の任務及び設置場所

　　ア　モニタリング組織の任務及び設置場所は次のとおりとする。

　　　県    庁
(災害対策本部設置以前
は衛生環境研究所）

　オフサイトセンター
（オフサイトセンター
　開設以前は衛生環境
　研究所）

モニタリングポスト等による空間ガンマ線量率
の観測値を、適宜収集する。

モニタリング
本部

情報収集チーム

現地モニタ
リング班

空気モニタリング
チーム

試料サンプリング及
びサーベイチーム
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モ
ニ
タ
リ
ン
グ

対
策
本
部
設
置
前
の

事
前
配
備

第
1
配
備

第
2
配
備

(注）事故対策本部または災害対策本部を対策本部と示す。

①平常時モニタリン
グの強化及び緊急時
モニタリングの準備
②オフサイトセン
ターとの連絡調整

特定事象時環境モニ
タリングの実施

オフサイトセンター
放射線班の立上げへ
の参画と、緊急時環
境モニタリングの実
施

①第１段階モニタリン
グについては、住民等
に対し緊急の指示（防
護対策）を行うための
資料を得る。
②第２段階モニタリン
グについては、第１段
階モニタリングより広
い地域について実施
し、飲食物摂取制限、
農林水産物の出荷制限
等の措置並びに各種の
防護対策措置の解除を
的確に講ずるための資
料を得る。

配備時期

原子力発電所に事故が発生
し、空間ガンマ線量率等が計
画に定めるところのＡレベル
に至った場合

①原子力発電所に事故が発生
し、空間ガンマ線量率等が計
画に定めるところのＢレベル
に至った場合
②その他必要により知事が当
該配備を指令するとき

①原子力発電所に事故が発生
し、空間ガンマ線量率等が計
画に定めるところのＣレベル
に至った場合
②その他必要により知事が当
該配備を指令するとき

　　　　防災対策を効果的に実施する判断資料を得るため、次によりモニタリングを段階的に実施する。

配備区分(注) 対応

①モニタリング本
部を設置する。
②オフサイトセン
ター放射線班の立
上げ準備のため要
員を派遣する。モ

ニ
タ
リ
ン
グ

対
策
本
部
設
置
後
の

組織等

モニタリング本部
の設置を準備す
る。（県民環境部
長が必要と認めた
場合はモニタリン
グ本部を設置す
る。）

オフサイトセン
ター放射線班の要
員を派遣する。

モニタリングの目的

防災対策を効果的に実
施する判断資料を得、
かつ災害対策本部設置
後のモニタリングを効
果的に行う。

　（４）オフサイトセンター放射線班への要員派遣
　　　　衛生環境研究所長は、「愛媛県原子力防災計画」第３編第３章の各機関の活動体制に基づき、オフサイト
　　　センター放射線班に対して「オフサイトセンター運営要領」に定める現地モニタリング班長他必要な要員を
　　　派遣する。

３　モニタリングの実施

　（１）段階的モニタリングの実施
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1 放出源状況の確認

2 気象情報の解析

3 モニタリング計画の策定

4 モニタリング結果の解析評価

5 空間ガンマ線量率の予測地図の作成

6 大気中放射性物質濃度の予測地図の作成

7 予測線量評価

8 住民の甲状腺等価線量の評価*

9 住民の外部全身線量の評価*

10 蓄積放射性物質の時間的変化の追跡調査*

1 放出源情報の収集、整理及び報告

2 気象情報の収集及び報告

1 空間ガンマ線量率及び中性子線量率の測定

3 積算線量計の配置回収

1 大気中放射性ヨウ素の採取、簡易測定

2 大気中の浮遊塵の採取

1 緊急時モニタリング資機材の調達、供給

2 他県の監視センターとの連絡調整

1 採取試料の精密測定及び解析

2 積算線量計による積算線量の測定

3 テレメータシステムの維持管理
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　＊第２段階モニタリングのみ

現地モニタリング要員に対する防護対策の助言と
支援 ◎ ◎

（２）　モニタリングの実施内容等

　　　　モニタリングの段階別チーム別実施内容は、次のとおりとする。

◎ ◎

◎

◎モニタリング本部長

業　務　内　容

事前配備 第１配備

◎ ◎

災害対策
本部
設置前

災害対策本部
設置後

モニタリング本部を総括し、モニタリングを指揮す
る。

第２配備

◎

◎ ◎

◎ ◎

◎

◎ ◎

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ ◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

評価チーム

情報収集
チーム

モニタリング
ポスト等
監視チーム

◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎

空間ガンマ線・
中性子線

サーベイチーム

◎ ◎ ◎

◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎

◎ ◎
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
支
援
班

移動観測車による空間ガンマ線量率及び気象デー
タの測定

現
　
地
　
モ
　
ニ
　
タ
　
リ
　
ン
　
グ
　
班

総務チーム

空気モニタ
リングチーム

試料サンプリン
グ及びサーベイ

チーム

班　　長

計測チーム

モニタリング支援班を総括し、現地モニタリング班の
支援を指揮する。

班　　長

◎

◎ ◎ ◎

現地モニタリング本部を総括し、モニタリング作業を
指揮する。

モニタリングステーション、モニタリングポスト等に
よる空間ガンマ線量率及び気象データを連続監視

飲料水、農畜産物、土壌等環境試料の採取及び簡易測
定並びに計測チームへの試料送付

各チームからの測定結果等の収集、整理、報告及
び連絡並びにＳＰＥＥＤＩネットワークシステム
による情報収集

3
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人数 班数 人数 班数 人数 班数
本　部 本部長 １名 １名 １名

現地モニタリング班長 １名 １名 １名
衛生環境研究所 １名 衛生環境研究所 ２名 衛生環境研究所 ２名
環境政策課 １名 環境政策課 ２名 環境政策課 ２名
伊方町 １名 八幡浜中央保健所 １名 八幡浜中央保健所 １名
四国電力㈱ １名 伊方町 １名 伊方町 １名

保内町 １名 保内町 １名
瀬戸町 １名 瀬戸町 １名
四国電力㈱ ２名 四国電力㈱ ２名

衛生環境研究所 １名 衛生環境研究所 １名 衛生環境研究所 １名
環境政策課 １名 環境政策課 １名 環境政策課 １名
消防防災安全課 １名 消防防災安全課 １名 消防防災安全課 １名
四国電力㈱ １名 四国電力㈱ ２名 四国電力㈱ ２名
衛生環境研究所 ２名 衛生環境研究所 ２名 衛生環境研究所 ２名
伊方町 ２名 八幡浜中央保健所 １名 八幡浜中央保健所 １名
四国電力㈱ ２名 大洲保健所 １名 大洲保健所 １名

水産局 ３名 水産局 ３名
伊方町 ２名 伊方町 ２名
保内町 １名 保内町 １名
瀬戸町 １名 瀬戸町 １名
四国電力㈱ ４名 四国電力㈱ ４名

衛生環境研究所 ２名 衛生環境研究所 ２名 衛生環境研究所 ２名
四国電力㈱ ２名 八幡浜中央保健所 １名 八幡浜中央保健所 １名

大洲保健所 １名 大洲保健所 １名
四国電力㈱ ４名 四国電力㈱ ４名
衛生環境研究所 １名 衛生環境研究所 １名
伊方町 ２名 伊方町 ２名
四国電力㈱ ３名 四国電力㈱ ３名

衛生環境研究所 １名 衛生環境研究所 １名 衛生環境研究所 １名
四国電力㈱ １名 四国電力㈱ １名 四国電力㈱ １名

モニタリング支援班長 １名 衛生環境研究所総務課長 １名 １名 衛生環境研究所総務課長 １名 １名 衛生環境研究所総務課長 １名
総務チーム １名 衛生環境研究所 １名 ２名 衛生環境研究所 ２名 ２名 衛生環境研究所 ２名
計測チーム １名 衛生環境研究所 １名 １名 衛生環境研究所 １名 ３名 衛生環境研究所 ３名

５２名（県２７、町９、四電１６）

モニタリング要員

（３）　モニタリング要員の段階別チーム別配置内訳

　　　　モニタリング要員の段階別チーム別配置内訳は、概ね次のとおりとし、チーム毎に責任者を置く。

衛生環境研究所環境調査課長 衛生環境研究所環境調査課長 衛生環境研究所環境調査課長

対策本部設置前のモニタリング　　
第　1　段　階　モ　ニ　タ　リ　ン　グ

モニタリング要員
衛生環境研究所長

対　策　本　部　設　置　後　の　モ　ニ　タ　リ　ン　グ

４名

衛生環境研究所長

７班

４班

１班

１班

１５名

４名

４名

６名

衛生環境研究所長

２５名（県１５、町３、四電７）

第　2　段　階　モ　ニ　タ　リ　ン　グ

モニタリング要員

５４名（県２９、町９、四電１６）

２名

１班

１班

３班

２班

２班

現
地
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
班

モニタ
リング
支援班

合　　計

モニタリングポスト等
監視チーム

情報収集チーム

空間ガンマ線・中性子
線サーベイチーム

空気モニタリングリン
グチーム

試料サンプリング及び
サーベイチーム

評価チーム

１班

６名

２名

１班

１班

１班

２班

１班

６名

２名

（注１）文部科学省、指定公共機関（独立行政法人放射線医学総合研究所、原子力緊急時支援・研修センター（核燃料サイクル機構、日本原子力研究所））、海上
　　　　自衛隊、海上保安部及び四国電力㈱以外の原子力事業者からもモニタリング要員が派遣されることとなっている。
（注２）モニタリング要員の人数及び班数については、必要に応じモニタリング本部長が決定する。

７班

４班

１０名

５名

８名

１０名

５名

１５名

８名
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（４）　モニタリング実施地点

　　　　ア　モニタリング実施地点は、あらかじめ定めたモニタリング実施地点図から、次により評価チームが、

　　　　　　放出源情報、気象情報等を考慮して定める。

第１段階モニタリング 第２段階モニタリング

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

実

施

地

点

　　　　イ　海上におけるモニタリングについては、必要に応じて、県所属船舶等を使って実施する。

３　風下方向の集落（地点数は、気象状況等により
　適宜決める）

第１段階モニタリングによって必要と認め
られる地点

 災害対策本部設置

 前のモニタリング

災害対策本部設置後

１　最大空間放射線量
　率及び大気中放射性
　物質最大濃度の出現
　予測地点近傍

災害対策本部設置前のモニタ
リングによって必要と認めら
れる地点

２　最大空間放射線量率及び大気中放射性物質最大
　濃度出現予測地点を中心として概ね60度範囲内の
　地点をはじめとして、必要に応じ、概ね120度範囲
　内の地点
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測定項目 測　定　機　器　等 測　定　方　法 報告
様式

測　定
地点図

モニタリングステーション及びモニタ
リングポスト（NaI（Tl）シンチレー
ション検出器、電離箱検出器）

テレメータによる連続測定
（県及び四国電力㈱）
「連続モニタによる環境γ線測定法（文
部科学省）」等による。

様式３ 資料(１)ア

移動測定車（NaI（Tl）シンチレー
ション検出器）

走行測定及び定点測定
「空間γ線スペクトル測定法（文部科学
省）」等による。

様式４ 資料(２)ア

可搬型ポスト
定点連続測定
「連続モニタによる環境γ線測定法（文
部科学省）」等による。

様式４ 資料(２)ア

電離箱式サーベイメータ、GM管式サー
ベイメータ及びシンチレーション式
サーベイメータ

定点測定
「空間γ線スペクトル測定法（文部科学
省）」等による。

様式４ 資料(２)ア

中性子線量率 中性子線サーベイメータ 定点測定 様式６ 資料(２)ア

積算線量 積算線量計

定点測定
（運搬には、鉛コンテナを使用）
「熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ
線測定法（文部科学省）」、「蛍光ガラ
ス線量計を用いた環境γ線測定法（文部
科学省）」等による。

様式５ 資料(２)ア

モニタリングステーション（ヨウ素モ
ニタ）

テレメータによる連続測定
（県及び四国電力㈱） 様式３ 資料(１)ア

可搬型ヨウ素サンプラ、NaI（Tl）シ
ンチレーション検出器、ゲルマニウム
半導体検出器、モニタリングカー

定点での試料採取
「緊急時における放射性ヨウ素測定法
（文部科学省）」、「ゲルマニウム半導
体検出器によるガンマ線スペクトロメト
リー（文部科学省）」等による。

様式７ 資料(２)ア

環境試料中放
射性ヨウ素濃
度

ゲルマニウム半導体検出器

定点での試料採取
「ゲルマニウム半導体検出器によるガン
マ線スペクトロメトリー（文部科学
省）」等による。

様式８ 資料(２)イ

モニタリングステーション（ダストモ
ニタ）

テレメータによる連続測定
（県及び四国電力㈱） 様式３ 資料(１)ア

ダストサンプラ、ゲルマニウム半導体
検出器、モニタリングカー

定点での試料採取
「ゲルマニウム半導体検出器によるガン
マ線スペクトロメトリー（文部科学
省）」等による。

様式９ 資料(２)ア

環境試料中放
射性物質濃度 ゲルマニウム半導体検出器

定点での試料採取
「緊急時におけるガンマ線スペクトロメ
トリーのための試料前処理法（文部科学
省）」、「ゲルマニウム半導体検出器に
よるガンマ線スペクトロメトリー（文部
科学省）」等による。

様式10 資料(２)イ

モニタリングステーション テレメータによる連続測定 資料(１)ア

モニタリングカー 定点連続測定 資料(２)ア

発電所気象観測局 テレメータによる連続測定 資料(１)ア

（５）　測定方法
　　　　測定方法は、次のとおりとする。

空間ガンマ線
量率

大気中放射性
物質濃度

大気中放射性
ヨウ素濃度

様式２気象情報

（注）特に定めのない事項については、『緊急時環境放射線モニタリング指針』（原子力安全委員会）または平
      常時モニタリングにおける測定方法に準じて行う。

（６）　線量の推定評価
　　　　線量の推定評価は、『緊急時環境放射線モニタリング指針』（原子力安全委員会）に定める方法に準じて行
　　　うものとする。
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　（１）愛媛県及び四国電力㈱の資機材

　 　　愛媛県及び四国電力㈱は、次のとおり資機材を整備する。

愛媛県 四国電力㈱

伝送式可搬型ポスト（ガンマ線） 5 3 2

伝送式可搬型ポスト（中性子線） 1 1 0

電離箱式サーベイメータ 12 2 10

ＧＭ管式サーベイメータ 12 2 10

シンチレーション式サーベイメータ 13 3 10

中性子線サーベイメータ 2 2 0

モニタリングカー 2 1 1

積算線量計 570 500 70

積算線量計用コンテナ 6 5 1

積算線量計取付用スタンド 16 10 6

可搬型ヨウ素サンプラ 12 5 7

ダストサンプラ 5 5 0

電離箱式サーベイメータ 6 2 4

ＧＭ管式サーベイメータ 6 2 4

シンチレーション式サーベイメータ 7 3 4

大型水盤 3 2 1

ディポジットゲージ 1 1 0

採水器 4 2 2

採土器 7 5 2

採泥器 3 1 2

電離箱式サーベイメータ 3 1 2

ＧＭ管式サーベイメータ 3 1 2

シンチレーション式サーベイメータ 6 4 2

モニタリングステーション 2 1 1

モニタリングポスト・ＰＲモニタ 20 7 13

ゲルマニウム半導体検出器 5 4 1

低バックグランド放射能自動測定装置 2 1 1

積算線量計リーダー 2 1 1

アニール炉 2 1 1

ミキサー 4 2 2

マリネリビーカー 15 10 5

アラーム線量計 70 70 0

ガラスバッジ 120 0 120

４　モニタリング資機材

モ　ニ　タ　リ　ン　グ　資　機　材

現
　
地
　
モ
　
ニ
　
タ
　
リ
　
ン
　
グ
　
班

支
援
班

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

空気モニタ
リングチーム

その他

計測チーム

モニタリング
ポスト等監視

チーム

試料サンプリン
グ及びサーベイ

チーム

内　　　訳

積算
線量

線量率
ｻｰﾍﾞｲ空間

ｶﾞﾝﾏ線
・中性
子線ｻｰ
ﾍﾞｲﾁｰﾑ

区　分 数量
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原子力緊急時支援・研修センター サーベイメータ ２００台

モニタリングカー ５台

核燃料サイクル開発機構 ダストサンプラ １３台

日本原子力研究所 ヨウ素サンプラ ８台

カウンタ １３台

ホールボディカウンタ車 ２台

体表面測定車 １台

現場指揮車 ２台

ロボット ４台

独立行政法人 サーベイメータ １０台

放射線医学総合研究所 （γ線用４、β・γ線用２、α線用２、

　中性子線用２）

ダストサンプラ ３台

可搬型Ｇｅ半導体検出器 １台

なお、四国電力㈱以外の原子力事業者からも、機器等が配備されることとなっている。

（２）　国等から配備される資機材

　　　　文部科学省の要請により国等から配備される資機材は、次のとおりとする。

（３）　モニタリング資機材の保管等

　　　　モニタリング資機材は、各チームの業務目的に合わせて所定の場所にチーム毎に分類保管するなどし
　　　て、各業務での円滑な運用に資することとし、資機材が常に正常な状態で使用できるよう定期的に保守
　　　点検を行う。

機　関　名 資　　機　　材
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通信連絡系統図

県庁

モニタリング支援班 現地モニタリング班

衛生環境研究所 オフサイトセンター

空間ガンマ線・中性子線サーベイチーム

空気モニタリングチーム

災害対策本部

モニタリング本部 現地派遣専門家チーム

評価チーム

試料サンプリング及びサーベイチーム

モニタリングポスト等

ＳＰＥＥＤＩ

地方気象台

伊方発電所

計測チーム

総務チーム

５　情報伝達

　（１）通信連絡系統

　　　　モニタリングの通信連絡系統は、次の通信連絡系統図により行う。

情報収集チーム

モニタリングポスト等監視チーム

テレメータ

携帯電話

専用回線

一般回線

一般回線

一般回線

専用回線
一般回線

専用回線
防災行政無線
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　（２）　モニタリング結果の報告

様式

放出源情報収集結果 様式１

気象情報収集結果 様式２

モニタリングポスト等監視測定結果 様式３

空間ガンマ線量率測定結果 様式４

積算線量測定結果 様式５

中性子線量率測定結果 様式６

大気中放射性ヨウ素濃度測定結果 様式７

環境試料中放射性ヨウ素濃度測定結果 様式８

大気中放射性物質濃度 様式９

環境試料中放射性物質濃度 様式10

モニタリング結果の概要と評価 様式11

６　資料の整備

　　モニタリングの円滑な実施を図るため、次の資料を整備する。

　（１）　平常時モニタリング実施地点図及びモニタリングデータ

　　　ア　モニタリングステーション、モニタリングポスト等配置図及びデータ

　　　イ　空間ガンマ線量率サーベイ地点図及びデータ

　　　ウ　積算線量計配置図及びデータ

　　　エ　環境試料採取地点図及びデータ

　（２）　緊急時モニタリング調査地点図

　　　ア　空間ガンマ線量率、中性子線量率、大気中放射性ヨウ素濃度、大気中放射性物質濃度測定地点図

　　　イ　環境試料採取地点図

　（３）　原子力防災対策地域の範囲

　（４）　周辺地域の人口、世帯数

　（５）　周辺地域の飲料水の状況

　（６）　周辺地域の農畜林水産物の生産等の状況

　（７）　伊方発電所の概要

　（８）　周辺地域の気象状況

　（９）　周辺地域の道路状況

　（10）　通信連絡系統図電話番号表

７　要領の見直し

　　本要領は、測定技術の向上及び社会環境等の変化に対応し、随時見直しを行う。

８　その他

　　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附　則

　　この要領は、昭和５７年３月２４日から施行する。

　　この要領は、平成　元年４月　１日から施行する。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　この要領は、平成１６年３月１９日から施行する。

　　　ア　情報収集チームは、放出源情報、気象情報、モニタリングポスト等監視結果及びサーベイチーム並びに
　　　　計測チームによるモニタリング結果等を様式１～10に取りまとめ、評価チームに報告する。

報　告　内　容

　　　イ　評価チームは、モニタリング結果の概要と評価を様式11に取りまとめ、現地モニタリング班長に報告す
　　　　る。

　　　ウ　現地モニタリング班長は、モニタリング結果を、随時、モニタリング本部長に報告する。
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（様式１）

第　　　報

受信日時分 　　　   月  　　日　  　時 　 　分  

受　信　者

発　信　者

１　事故発生時刻（24時表示）：　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分

２　事故発生時の原子炉出力　：　　　　％

３　事　故　の　種　類　　　：

４　事　故　の　原　因　　　：

５　防災対策への要望事項　　：

６　関係機関への連絡確認　　：

７　放射性物質放出の情報 　

　（１）放　出　状　態　　ａ) 　格納されている　・　放出中　・　放出したが現在止まっている

　　　　　　　　　　　　　ｂ) 　放出の高さ　　　　ｍ

　　　　　　　　　　　　　ｃ) 　放出のタイプ：　スタック　・　その他

　（２）現在までの放出量　ａ）　放出量　　　　　Bq　　　希ガス　　　　Bq　　　ヨウ素　　　　Bq

　　　　　　　　　　　　　ｂ）　放出時間　　　　h

　（３）現在の放出状況　　ａ）　放出濃度　　　　Bq/cm3　希ガス　　　　Bq/cm3　ヨウ素　　　Bq/cm3

　　　　　　　　　　　　　ｂ）　放出率　　　　　Bq/s 　 希ガス　　　　Bq/s 　ヨウ素　　　Bq/s

　（４）今後の放出予測　　ａ）　放出推定　　　　Bq　　　希ガス　　　　Bq　　　ヨウ素　　　Bq

　　　　　　　　　　　　　ｂ）　放出時間　　　　h

８　気　　象　　状　　況　　　　 ：（　　　時　　　分現在）

　（１）大気安定度　　　　　　　　.

　（２）風向き　　　　，風速　　　　m/s

９　モニタリングポスト等指示値（　　　　時　　　　分現在）

　（１）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h（５）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h

　（２）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h（６）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h

　（３）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h（７）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h

　（４）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h（８）位置　　　空間ガンマ線量率　　　　μGy/h

１０　格納容器排気筒モニタカウント率（　　　　時　　　　分現在）

　　　 現在　　　　cps　，　平常　　　　cps

１１　補助建屋排気筒モニタカウント率（　　　　時　　　　分現在）

　　　 現在　　　　cps　，　平常　　　　cps

放　出　源　情　報　収　集　結　果
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１２　予測線量（　　　　時　　　　分現在）

　（１）予測全身被ばく ａ）方位　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

ｂ）方位　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

ｃ）方位　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　（２）予測甲状腺等価線量 ａ）方位　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

ｂ）方位　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

ｃ）方位　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

　　　　　　　　距離　　　　km　：　線量　　　　mSv

１３　プラントの状況（　　　　時　　　　分現在）

　（１）1次冷却系の圧力上昇 ：　yes　，　no

　（２）1次冷却系の圧力 ：　現在　　　　 ＭPa　，　定格　　　　ＭPa

　（３）1次冷却系の温度 ：　現在　　　　℃　，　定格　　　　℃

　（４）加　圧　器　レ　ベ　ル ：　現在　　　　％　，　定格　　　　％

　（５）外　部　電　源　あ　り ：　yes　，　no

　（６）余熱除去系の機能維持 ：　yes　，　no

　（７）Ｅ　Ｃ　Ｃ　Ｓ　作　動 ：　yes　，　no

　（８）非常用ジーゼル運転中 ：　yes　，　no

　（９）すべての制御棒挿入 ：　yes　，　no

　（10）ボ　ロ　ン　添　加 ：　yes　，　no

　（11）格 納 容 器 を 隔 離 ：　yes　，　no

　（12）格 納 容 器 圧 力 ：　　　　　 ＭPa

　（13）格納容器スプレイ作動 ：　yes　，　no
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（様式２）

風  向 風  速 大気安定度

愛
媛
県

県モニタリング
ステーション

伊方発電所
取水口

伊方発電所
気象鉄塔

九町越公園

瀬    戸

大    洲

長    浜

宇    和

 発 信 者 氏 名                          発 信 時 刻

 受 信 者 氏 名                          受 信 時 刻

モニタリングカー

気　象　情　報　収　集　結　果

　　年　　月　　日

連　絡　日　時

降雨の有無測定
機関

四
　
国
　
電
　
力

松
山
地
方
気
象
台

測 定 場 所 測定時刻
測       定       項       目
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（様式３）

　　年　　月　　日

測定時刻：　　　時　　　分

測定
機関

地 点
番 号

測 定 局 名
設 置 場 所 測 定 項 目 測 定 値 単 位 備　　考

空間ガンマ線量率

大気中放射性ヨウ素濃度

大気中放射性物質濃度

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
湊　　　浦

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
九　　　町

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
伊　方　越

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
川　永　田

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
豊　之　浦

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
加　　　周

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
大　　　成

空間ガンマ線量率

大気中放射性ヨウ素濃度

大気中放射性物質濃度

四国電力ＰＲモニタ
湊　　　浦

四国電力ＰＲモニタ
中　之　浜

四国電力ＰＲモニタ
九　　　町

四国電力ＰＲモニタ
二　　　見

四国電力ＰＲモニタ
鳥　　　津

四国電力ＰＲモニタ
亀　　　浦

四国電力ＰＲモニタ
九　町　越

四国電力ＰＲモニタ
三　　　机

四国電力ＰＲモニタ
宮　　　内
発信者氏名

発信者氏名

6

12

7

四
　
国
　
電
　
力
　
㈱

9

10

13

14

15

16

受信者氏名

現地モニタリング
班への連絡日時

受信者氏名

災 害 対 策 本部
へ の 連 絡 日時

通信日時

22

20

21

18

19

モ　ニ　タ　リ　ン　グ　ポ　ス　ト　等　監　視　測　定　結　果

四国電力ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ№１

四国電力ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ№２

四国電力ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ№３

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

 
愛
　
媛
　
県

1

四国電力ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ№４

愛媛県ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
九　町　越

四国電力ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
九　町　越

17

8

2

11

3

4

5

通信日時

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

空間ガンマ線量率

15



（様式４）

班　名

班名 地 点 番 号 地 点 名 測 定 時 刻 測 定 値 単 位 備 考

通信日時

通信日時

　　年　　月　　日

空　間　ガ　ン　マ　線　量　率　測　定　結　果

使　用　機　器　名

現地モニタリング
班 へ の 連 絡 日 時

災 害 対 策 本 部
へ の 連 絡 日 時

発信者氏名 受信者氏名

発信者氏名 受信者氏名
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（様式５）

班　名

班名 地 点 番 号 地 点 名 配置・回収日時 設 置 期 間 測定結果 備 考

通信日時

通信日時発信者氏名 受信者氏名

現地モニタリング
班 へ の 連 絡 日 時

災 害 対 策 本 部
へ の 連 絡 日 時

発信者氏名 受信者氏名

　　年　　月　　日

積　算　線　量　測　定　結　果

使　用　機　器　名

17



（様式６）

班　名

班名 地 点 番 号 地 点 名 測 定 時 刻 測 定 値 単 位 備 考

通信日時

通信日時発信者氏名 受信者氏名

現地モニタリング
班 へ の 連 絡 日 時

災 害 対 策 本 部
へ の 連 絡 日 時

発信者氏名 受信者氏名

　　年　　月　　日

中　性　子　線　量　率　測　定　結　果

使　用　機　器　名

18



（様式７）

班　名

班名 地 点 番 号 地 点 名 採 取 時 刻 測 定 時 刻 測 定 値 単 位 備 考

通信日時

通信日時

　　年　　月　　日

大　気　中　放　射　性　ヨ　ウ　素　濃　度　測　定　結　果

使　用　機　器　名

現地モニタリング
班 へ の 連絡 日 時

災 害 対 策 本 部
へ の 連 絡 日 時

発信者氏名 受信者氏名

発信者氏名 受信者氏名
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（様式８）

班　名

班名 地 点 番 号 地 点 名 採 取 時 刻 測 定 時 刻 測 定 値 単 位 備 考

通信日時

通信日時発信者氏名 受信者氏名

現地モニタリング
班 へ の 連絡 日 時

災 害 対 策 本 部
へ の 連 絡 日 時

発信者氏名 受信者氏名

　　年　　月　　日

環　境　試　料　中　放　射　性　ヨ　ウ　素　濃　度　測　定　結　果

使　用　機　器　名

20



（様式９）

（チ　ー　ム　名）

（測定担当者名）

（使用測定機器）

採　取

日時分 I-131 Cs-137 Co-60 K-40 単位
備考

大　気　中　放　射　性　物　質　濃　度　測　定　結　果

測　　　定　　　結　　　果
試料名 地点

番号 地点名

受信者氏名災 害 対 策 本 部
へ の 連 絡 日 時

発信者氏名

現地モニタリング
班 へ の 連 絡 日 時

発信者氏名

通信日時

受信者氏名 通信日時
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（様式１０）

（チ　ー　ム　名）

（測定担当者名）

（使用測定機器）

採　取

日時分 I-131 Cs-137 Co-60 K-40 単位

通信日時

受信者氏名 通信日時

災 害 対 策 本 部
へ の 連 絡 日 時

発信者氏名

現地モニタリング
班 へ の 連 絡 日 時

発信者氏名

受信者氏名

備考

環　境　試　料　中　放　射　性　物　質　濃　度　測　定　結　果

測　　　定　　　結　　　果
試料名 地点

番号 地点名
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（様式１１）

第　　報

報 告 時 間　　　年　　月　　日　　時　　分

報 告 者

１　モニタリング結果の概要（　　月　　日　　時　　分までのデータ）

項　　目

２　評価（現在の状況及び今後の見通し）

モ　ニ　タ　リ　ン　グ　結　果　の　概　要　と　評　価

空 間 ガ ン マ
線 量 率

大 気 中
放 射 性
ヨ ウ 素 濃 度

環 境 試 料 中
放射性物質濃度

モ　ニ　タ　リ　ン　グ　結　果

積 算 線 量

大 気 中
放 射 性
物 質 濃 度
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平成１６年１月１日現在

該 当

距離 集落数 世帯数 人　口 ６～18才 妊産婦 重病人

市 町 村 (小中高)

0 伊 方 町 22 2,191 5,542 264 691 1,503 1,423 1,661 35 71

～ 瀬 戸 町 2 94 208 3 23 40 43 99 1 2

5km 小 計 24 2,285 5,750 267 714 1,543 1,466 1,760 36 73

5 伊 方 町 3 383 1,167 37 189 269 315 357 5 15

～ 瀬 戸 町 7 497 1,145 39 149 245 277 435 1 6

10km 保 内 町 23 3,840 9,812 508 1,396 2,902 2,595 2,411 72 191

小 計 33 4,720 12,124 584 1,734 3,416 3,187 3,203 78 212

0～10km累計 57 7,005 17,874 851 2,448 4,959 4,653 4,963 114 285

瀬 戸 町 6 560 1,298 46 139 253 311 549 4 20

10 保 内 町 4 456 1,250 38 180 303 367 362 7 15

～ 八 幡 浜 市 12 12,019 29,133 1,400 3,982 7,941 8,466 7,344 258 400

15km 三 瓶 町 3 668 1,744 50 183 420 561 530 6 8

長 浜 町 1 257 755 18 89 168 187 293 1 7

小 計 26 13,960 34,180 1,552 4,573 9,085 9,892 9,078 276 450

0～15km累計 83 20,965 52,054 2,403 7,021 14,044 14,545 14,041 390 735

三 崎 町 6 530 1,233 34 119 122 369 589 2 1

八 幡 浜 市 3 1,100 3,105 132 507 830 819 817 26 97

15 三 瓶 町 12 2,898 7,258 274 855 1,649 2,094 2,386 36 171

～ 長 浜 町 4 564 1,538 40 163 336 405 594 4 22

20km 大 洲 市 6 1,342 3,515 128 449 861 1,002 1,075 21 29

宇 和 町 9 992 2,587 97 258 568 735 929 32 156

小 計 40 7,426 19,236 705 2,351 4,366 5,424 6,390 121 476

総　　　計 123 28,391 71,290 3,108 9,372 18,410 19,969 20,431 511 1,211

(4) 周辺地域の人口・世帯数

乳幼児 19～45才 46～64才 65才以上

年齢別の分布状況
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（５）　周辺地域の飲料水の状況
平成１５年３月３１日現在

人口
給水区域内 現在給水 計画給水 計画最大 実績最大

人 人 人 ? ? 地下水 川永田水源
湊浦第１、２、３水源

伊方町 伊方上水 6,520 6,150 7,900 446 392 九町第１、２、３水源
南予用水 野村ダム

鯛ノ浦川、西ノ川
西柿ヶ谷川

伊方町計 6,746 6,375 8,300 － － 行政区域内人口 6,746人
表流水 三机大川、高茂川
南予用水 塩成大川、野村ダム

瀬戸町計 2,648 2,648 2,280 － － 行政区域内人口 2,648人
地下水

保内町 保内上水 10,250 10,137 10,640 545 375 須川第４水源、
南予用水 野村ダム

〃 磯崎簡水 370 370 480 340 376 表流水 磯崎
〃 喜木津簡水 126 126 199 395 158 表流水 喜木津
〃 広早簡水 116 116 144 365 241 表流水 広早
〃 鼓尾簡水 88 88 132 378 148 表流水 鼓尾
〃 夢永条例水 60 60 74 344 337 表流水 夢永
〃 峰条例水 52 52 59 367 267 表流水 峰

保内町計 11,062 10,949 11,728 － － 行政区域内人口 11,062人
三崎町 三崎町上水 4,149 4,082 5,400 350 426 南予用水 野村ダム

三崎町計 4,149 4,082 5,400 － － 行政区域内人口 4,149人
南予用水 野村ダム
地下水 千丈川流域
表流水 千丈川
地下水 五反田川流域

〃 釜倉簡水 142 142 146 301 225 伏流水 釜倉
〃 矢野畑簡水 31 31 260 88 258 表流水 矢野畑
〃 中津川簡水 224 224 400 150 268 表流水 中津川
〃 久保田簡水 216 216 360 200 282 表流水 久保田
〃 日土簡水 1,260 1,260 1,350 246 210 伏流水、深井戸 日土
〃 古薮簡水 35 35 140 236 257 表流水 古薮
〃 今出簡水 84 84 170 153 250 表流水 今出
〃 筵田簡水 100 100 163 202 250 表流水 筵田
〃 梶谷岡簡水 99 99 130 454 232 深井戸 梶谷岡
〃 榎野条例水 21 21 100 150 238 表流水 榎野
〃 中当条例水 137 137 94 150 241 表流水 中当
〃 上高野地条例水 25 25 70 150 320 湧水 上高野地
〃 尾之花条例水 59 59 97 239 237 表流水 尾之花
〃 上郷条例水 53 53 90 150 189 表流水 上郷
〃 神明条例水 13 13 52 150 231 湧水 神明
〃 田浪条例水 31 31 100 147 387 湧水 田浪

八幡浜市計 31,834 31,770 38,722 － － 行政区域内人口 32,425人
三瓶町 三瓶上水 7,062 7,016 9,700 538 541 地下水 津布理、朝立

〃 南簡水 1,869 1,869 3,500 200 361 深井戸 蔵貫浦
〃 和泉簡水 142 142 150 733 226 深井戸 和泉
〃 鴨山簡水 31 31 130 180 441 深井戸 和泉

三瓶町計 9,104 9,058 13,480 － － 行政区域内人口 9,173人
長浜町 長浜上水 8,100 8,017 18,000 556 447 地下水 肱川

〃 豊茂簡水 365 345 478 200 232 表流水 中谷上川
〃 今坊浜簡水 108 93 135 150 148 表流水 今坊川
〃 朝日条例水 65 59 83 150 237 表流水 朝日
〃 日之浦条例水 62 54 92 150 148 表流水 日之浦
〃 本郷条例水 48 40 98 150 250 表流水 戒川
〃 樫谷条例水 22 24 57 150 333 表流水 戒川

2,280 400 448瀬戸町 瀬戸町簡水 2,648 2,648

400 200 147

1人１日当たり給水量
事業主体

〃 有寿来簡水 226 225

水道区分 水源

表流水

取水地点

宮内第２水源、喜木第３水源

八幡浜市 八幡浜市上水 49929,304 29,240 35,000 630
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人口
給水区域内 現在給水 計画給水 計画最大 実績最大

事業主体 水道区分 水源 取水地点
1人１日当たり給水量

〃 今坊団地条例水 77 49 80 200 204 表流水 今坊川
〃 橋立条例水 49 47 74 200 213 表流水 橋立
〃 大屋条例水 62 60 99 200 250 表流水 大屋

長浜町計 8,958 8,788 19,196 － － 行政区域内人口 9,381人
伏流水 中村
地下水 肱川

〃 恋木簡水 164 162 192 250 278 浅井戸 喜多山
〃 上須戒簡水 560 507 550 444 396 浅井戸 上須戒、打越川
〃 森山簡水 678 648 675 302 315 浅井戸 森山、成能
〃 有久保簡水 230 53 53 122 358 表流水 有久保
〃 田処簡水 110 222 84 318 321 表流水 田処、東川
〃 保子野簡水 174 122 122 448 426 表流水 保子野
〃 打越条例水 60 60 94 200 267 湧水 上須戒
〃 蔵川小学校条例水 非居住 32(32) 325(325) 30 219 地下水 蔵川
〃 長谷条例水 95 68 90 391 368 表流水 長谷

久保久衛 父条例水 92 92 60 200 185 地下水 菅田町大竹
長田水道組合 長田条例水 43 91（48） 563（465） 74 512 湧水 柳沢
大洲市・喜多郡町

村組合
大洲市・長浜町
環境センター 83 83 95 8,568 4,326 地下水 多田

八幡浜大洲地区運
動公園広域市町村

組合

八幡浜大洲地区
運動公園条例水 非居住 (20,000) (17,000) 36 21 地下水 平野町野田

(株)アイバックス (株)アイバッ
クス条例水 非居住 (197) (250) 5,000 6,081 地下水 春賀

大洲市計 36,552 34,827 42,113 － － 行政区域内人口 38,984人
表流水 下川
地下水 滝山川外

〃 多田簡水 1,429 1,338 1,800 200 240 表流水 信里、丸穂川
〃 河内簡水 330 320 340 276 251 表流水 河内
〃 真土西簡水 176 163 220 300 252 表流水 田苗真土
〃 田苗簡水 115 115 170 242 252 表流水 田苗真土
〃 西山田簡水 295 295 400 325 251 表流水 西山田
〃 野田簡水 131 121 200 340 252 表流水 野田、松ノ元川

表流水 田野中
深井戸 伊崎

〃 明間簡水 295 295 800 150 251 湧水 明間
〃 院内条例水 28 25 50 150 284 表流水 伊延
〃 吉信条例水 57 57 80 150 200 表流水 伊延
〃 横尾条例水 22 22 50 150 318 表流水 岡山
〃 狭間条例水 108 98 98 150 142 湧水 西山田
〃 上成条例水 59 48 75 200 296 表流水 明間
〃 土居条例水 102 75 75 150 141 湧水 明間
〃 横内条例水 45 45 80 150 253 湧水 明間
〃 上四道条例水 60 58 80 150 197 湧水 明間
〃 下四道条例水 59 57 75 150 186 湧水 明間
〃 倉谷条例水 30 29 65 200 424 表流水 明間
〃 文治が駄馬条例水 6 6 25 300 180 地下水 明間

宇和町計 17,343 16,590 18,543 － － 行政区域内人口 18,086人

※ (　　）書きは非住居人口（内数）であり、計には含まない。
上水＝上水道　簡水＝簡易水道　条例水＝県条例水道

600 450 255

大洲市 大洲市上水 34,263 32,767 40,000 750 585

〃 田ノ筋簡水 552 442

宇和町 宇和町上水 13,444 13,251 13,660 502 513
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３　林産物 

生産販売状況

平成14年産

４　水産物

（１）　漁協別・漁業別経営体数 平成11年11月１日現在

大中型
まき網

小型底
びき網 まき網 刺　網 釣　り はえ縄 定置網 船曳網 採海・

採藻
その他の

漁業 海面養殖 備　考

長浜町漁業協同組合 54 15 61 17 2 15 4

磯 津 漁 業 協 同 組 合 11 8 12 6 1 3

川之石漁業協同組合 1 8 16 9 1 2

有寿来漁業協同組合 29 9

伊方町漁業協同組合 13 7 17 8 3

町 見 漁 業 協 同 組 合 16 9 25 2 8 1

瀬戸町漁業協同組合 3 14 54 6 1 12 49 2 2

三 崎 漁 業 協 同 組 合 16 200 6 104 1

八幡浜市漁業協同組合 1 12 4 36 79 30 3 9 36 28

三瓶湾漁業協同組合 2 16 3 5 88 7 1 1 5 16 26

明 浜 漁 業 協 同 組 合 7 2 33 2 1 9 1 30

計 3 133 7 120 614 77 11 35 185 76 95

第10次漁業センサスより

（２）　魚種別漁獲量 平成14年１月１日現在

カタクチ
イワシ マアジ カレイ類 エソ類 タチウオ マダイ カワハギ エビ類 イカ類 その他 計

88 2,421 192 739 1,518 224 105 284 4,680 8,193 18,444

愛媛農林水産統計年報より

大　洲　市 69.60 69.60

104.50 104.50

33.50 33.50

－ －

－ －

－ －

八幡浜市 0.01 0.01

0.61 0.61

保　内　町 0.78 0.78

乾　し　い　た　け

生　産　量(t) 販売数量(t)

伊　方　町 － －

漁　獲　量（ｔ）

市　町　村

瀬　戸　町

三　崎　町

三　瓶　町

長　浜　町

計

宇　和　町
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１　道路地図

番号 　　　路　線　名 番号 　　　路　線　名 番号 　　　路　線　名

 ① (国)１９７号  ⑧ (一)鳥井喜木津線  ⑮ (一)双岩停車場和泉線

 ② (国)３７８号  ⑨ (一)三机港線  ⑯ (一)穴井三瓶線

 ③ (主)八幡浜三瓶線  ⑩ (一)八幡浜保内線  ⑰ (一)俵津三瓶線

 ④ (主)八幡浜宇和線  ⑪ (一)瀬田八多喜停車場線  ⑱ (一)狭間上松葉線

 ⑤ (主)八幡浜港線  ⑫ (一)舌間八幡浜線

 ⑥ (主)宇和三瓶線  ⑬ (一)大洲保内線

 ⑦ (主)長浜保内線  ⑭ (一)野佐来八幡浜線

(9)周辺地域の道路状況

Ｎ

Ｓ

Ｅ

Ｗ

ＮＷ

ＮＥ

ＳＥ

ＳＷ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪⑫

⑬

⑭
⑮

⑯

⑰

⑱
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２　道路状況

平成１６年３月３１日現在

車　　道 交通不能

路線名 区間 延　長 平均幅員 路面状況 区 間 (m) 関　係　集　落　名

(m) (m) (W=2.5m未満)

八幡浜市 7,921.5 7.5 Ａｓ舗装 0.0 八幡浜市街、大平、
高野地、梨の尾、横畑

保内町 6,519.2 6.5 Ａｓ舗装 0.0 川之石市街、西之河内、
鼓尾、神越、須川

伊方町 12,313.7 6.8 Ａｓ舗装 0.0

湊浦、河内、小中浦、
中浦、仁田之浜、大浜、
中之浜、川永田、奥、向、
畑、須賀、西、久保、豊之
浦、二見本浦、加周、古屋
敷、田之浦

瀬戸町 12,425.7 6.5 Ａｓ舗装 0.0 振の浜、中網代、大久、川
之浜

三崎町 6,282.8 7.6 Ａｓ舗装 0.0 三崎、名取

5,703.6

※国56号迄

八幡浜市 15,242.3 5.6 Ａｓ舗装 0.0 八幡浜市街、野中、
川奈津、真網代、穴井

保内町 9,177.0 6.7 Ａｓ舗装 0.0 枇杷谷、両家、磯崎

三瓶町 22,871.1 5.2 Ａｓ舗装 0.0

周木、長早、二及、垣生、
朝立、有網代、有太刀、
蔵貫浦、皆江、神子之浦、
中之浦

10,041.2

※大洲長浜線迄

八幡浜市 3,598.5 6.9 Ａｓ舗装 0.0 布喜川

三瓶町 3,970.4 7.7 Ａｓ舗装 0.0 朝立、和泉

八幡浜市 7,307.6 6.2 Ａｓ舗装 0.0 八幡浜市街、川舞、
日之地、双岩

宇和町 4,011.2 6.9 Ａｓ舗装 0.0 伊延、岡山

（主）八幡浜港線 八幡浜市 1,136.4 6.4 Ａｓ舗装 0.0 八幡浜市街

三瓶町 4,810.1 6.7 Ａｓ舗装 0.0 津布理

宇和町 5,795.1 6.2 Ａｓ舗装 0.0 郷内、狭間、山田

八幡浜市 13,222.7 5.2 Ａｓ舗装 0.0 出の奥、新堂、中当、
森山、梶谷岡

保内町 728.6 4.3 Ａｓ舗装 0.0 磯岡

長浜町 15,786.0 5.1 Ａｓ舗装 0.0 中、前奥、郷

保内町 5,698.4 5.5 Ａｓ舗装 0.0 喜木津、広早

伊方町 17,136.1 5.5 Ａｓ舗装 0.0 伊方越、亀浦、島津、大成

瀬戸町 27,257.3 4.3 Ａｓ舗装 0.0 足成、佐市、小島、大江、
志津、神崎

三崎町 21,912.8 3.8 Ａｓ舗装 820.2 釜木、平磯、二名津、
明神、松

（一）三机港線 瀬戸町 3,060.8 5.6 Ａｓ舗装 0.0 三机、振の浜

八幡浜市 3,546.2 5.1 Ａｓ舗装 41.8 八幡浜市街、向灘

保内町 2,433.1 6.1 Ａｓ舗装 0.0 川之石市街、楠町

出海、櫛生、須沢長浜町 7.6 Ａｓ舗装

7.1 Ａｓ舗装 0.0 夜昼、矢の地、香田

区
分

荷重制限橋梁

橋梁名 制限荷重

国
道

（国）378号

（国）197号

0.0

（主）宇和三瓶線

（主）長浜保内線

（主）八幡浜三瓶線

（主）八幡浜宇和線

主
要
地
方
道

大洲市

一
般
県
道

（一）鳥井喜木津線

（一）八幡浜保内線
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車　　道 交通不能

路線名 区間 延　長 平均幅員 路面状況 区 間 (m) 関　係　集　落　名

(m) (m) (W=2.5m未満)

八幡浜市 3,484.6 4.5 Ａｓ舗装 0.0 瀬田

大洲市 13,692.8 4.4 Ａｓ舗装 0.0 西峰、梶屋敷、猿谷、
松久保

（一）舌間八幡浜線 八幡浜市 4,105.3 5.6 Ａｓ舗装 0.0 八幡浜市街、栗野浦、
白浦、舌間

（一）大洲保内線 八幡浜市 5,796.3 4.7 Ａｓ舗装 0.0 福岡、久保田、尾之花

大洲市 13,724.7 5.2 Ａｓ舗装 0.0 本谷、日浦、平野

八幡浜市 6,606.2 3.0 Ａｓ舗装 1,511.9

大洲市 9,640.6 3.0 Ａｓ舗装 1,336.7

（一）双岩停車場和泉線 八幡浜市 6,177.6 4.7 Ａｓ舗装 0.0 若山、釜倉、谷

八幡浜市 1,350.7 1.7 Ａｓ舗装 615.7 穴井

三瓶町 1,757.4 2.3 Ａｓ舗装 716.5 垣生

（一）俵津三瓶線 三瓶町 3,320.2 3.3 Ａｓ舗装 0.0 蔵貫村、蔵貫浦

（一）狭間上松葉線 宇和町 4,595.2 3.8 Ａｓ舗装 0.0 狭間、郷内、岩木、小原

区
分

一
般
県
道

（一）瀬田八多喜停車場線

（一）野佐来八幡浜線

（一）穴井三瓶線

荷重制限橋梁

橋梁名 制限荷重
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（10）　通信連絡系統図電話番号表 平成１６年３月現在

○モニタリング本部　→　オフサイトセンター ○衛生環境研究所　→　オフサイトセンター

　専用回線 　一般回線

　　ＴＥＬ：820－放射線班の内線番号（330～338） 　　ＴＥＬ：0894－29－3154

　　ＦＡＸ：820－339 　　　　　　0894－29－3155

　一般回線 　　　　　　0894－29－3182

　　ＴＥＬ：0894－29－3154 　　　　　　0894－29－3183

　　　　　　0894－29－3155 　　ＦＡＸ：0894－29－3165

　　　　　　0894－29－3182

　　　　　　0894－29－3183 ○オフサイトセンター　→　衛生環境研究所

　　ＦＡＸ：0894－29－3165 　一般回線

　　ＴＥＬ：089－931－8757

○オフサイトセンター　→　モニタリング本部 　　ＦＡＸ：089－931－8765

　専用回線

　　ＴＥＬ：821－203 ○伊方発電所　→　オフサイトセンター

　　ＦＡＸ：821－209 　一般回線

　一般回線 　　ＴＥＬ：0894－29－3154

　　ＴＥＬ：089－941－2111（内線5270） 　　　　　　0894－29－3155

　　ＦＡＸ：089－941－0119 　　　　　　0894－29－3182

　　　　　　0894－29－3183

○モニタリング本部　→　衛生環境研究所 　　ＦＡＸ：0894－29－3165

　専用回線

　　ＴＥＬ：512 ○オフサイトセンター　→　伊方発電所

　　ＦＡＸ：513 　一般回線

　防災行政無線 　　ＴＥＬ：0894－39－0221（代表）

　　ＴＥＬ：5209 　　ＦＡＸ：0894－39－0837

　　ＦＡＸ：一般回線を使用（089－931－8765）

○気象台→オフサイトセンター

○衛生環境研究所　→　モニタリング本部 　一般回線

　専用回線 　　ＴＥＬ：0894－29－3154

　　ＴＥＬ：173 　　　　　　0894－29－3155

　　ＦＡＸ：113 　　　　　　0894－29－3182

　防災行政無線 　　　　　　0894－29－3183

　　ＴＥＬ：5270 　　ＦＡＸ：0894－29－3165

　　ＦＡＸ：一般回線を使用（089－941－0119）

○オフサイトセンター　→　気象台

　一般回線

　　ＴＥＬ：089－933－3610

　　ＦＡＸ：同上
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緊急時環境モニタリングに関する要領 

 

１ 目  的 

  この要領は、愛媛県地域防災計画別冊原子力防災計画に基ずく緊急時環境モニタリング（以下「モニタリング」という）の組

織、実施内容及び方法等を定め、モニタリングを迅速かつ効果的に実施することを目的とする。 

 

２ モニタリング実施組織 

 

  モニタリング実施組織は、次のとおりとする。 

 

          モニタリング実施組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ モニタリング実施組織の任務 

 

  モニタリング実施組織の任務は、次のとおりとする。 

 

 (1) モニタリング本部長等 

 

  ア モニタリング本部長は、モニタリング実施組織を総括し、モニタリング作業を指揮する。 

  イ モニタリング本部長は、各チームの責任者を指名する。 

  ウ 各チームの責任者は、モニタリング本部長の指示に基ずきチーム員を指揮し、それぞれの任務を総括する。 

 

 (2) 各チーム 

 

   各チームの任務は、次のとおりとする。 

チーム名 任    務 

  評価チーム 

１ 気象情報の解析 

２ モニタリング実施計画の策定 

３ モニタリング結果の解析評価 

４ 空間ガンマ線量率の予測地図の作成 

松山地方気象台 

 空間ガンマ線サーベイチーム 

 空気モニタリングチーム 

 試料サンプリング及びサーベイチーム 

 モニタリングポスト等監視チーム 

 試料計測チーム 

現地派遣専門家チーム 

情
報
収
集
チ
ー
ム 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
本
部
長 

評
価
チ
ー
ム 

－１－ 



 

５ 大気中放射性物質濃度の予測地図の作成 

６ 予測線量当量評価 

７ 実効線量当量の解析評価 

  情報収集チーム 

１ 放出源データ等の収集 

２ 気象情報の収集 

３ 各モニタリングチームの測定結果の収集 

４ モニタリングステーション及び各モニタリング

ポストのデータ収集 

５ 緊急時迅速放射能影響予測システムによる情報

収集 

  試料計測チーム   試料中の放射能の測定 

  空間ガンマ線 

  サーベイチーム 

１ モニタリング領域のサーベイ 

２ 臨時モニタリングポスト設置 

３ 移動観測車による測定 

４ ＴＬＤの配置、回収 

５ 積算線量の測定 

  空間モニタリング 

  チーム 

  モニタリング領域のヨウ素等のサンプリング 

  及び簡易計測 

  試料サンプリング 

  及びサーベイチーム 

  モニタリング領域の土壌、飲料水、農畜産物 

  等のサンプリング及び簡易計測 

  モニタリングポスト 

  等監視チーム 

  モニタリングステーション及びモニタリング 

  ポストによる空間ガンマ線量率の観測値を連 

  続監視 

   （注） チーム数は、本部長が決定する。 

 

 (3) 派遣モニタリング要員 

 

   国及び関係機関から派遣されるモニタリング要員は、各チームに加わりその業務を支援する。 

 

 (4) 派遣専門家 

 

   国から派遣される専門家は、本部長に対し必要な技術的事項について指導または助言を行う。 

 

 

４ モニタリング実施組織の要員及びチーム構成 

 

 (1) モニタリング要員 

 

  モニタリング要員は、次のとおりとする。 

－２－ 



 

区  分    所       属   人  数 

 愛媛県 

環境保全課 

公害技術センター 

八幡浜中央保健所 

交通消防課 

４ 名 

２３ 名 

３ 名 

１ 名 

 関係町 

伊方町 

保内町 

瀬戸町 

８ 名 

３ 名 

３ 名 

 四国電力㈱ 本社、伊方発電所等 ２０ 名 

地
元
モ
ニ
タ
リ
グ 

   計 ６５ 名 

 国等から 

 派遣のモ 

 ニタリン 

 グ要員 

科学技術庁 

放射線医学総合研究所 

日本原子力研究所 

動力炉・核燃料料開発事業団 

５ 名 

１０ 名 

１０ 名 

１０ 名 

 最寄りの 

 設置者よ 

 り順次動 

 員される 

 モニタリ 

 ング要員 

東北電力㈱ 

東京電力㈱ 

中部電力㈱ 

関西電力㈱ 

中国電力㈱ 

九州電力㈱ 

日本原子力発電㈱ 

３ 名 

１０ 名 

４ 名 

５ 名 

２ 名 

３ 名 

４ 名 

派
遣
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
要
員 

   計 ６６ 名 

       合           計 １３１ 名 

   （注） モニタリング要員は、事故の規模により本部長が決定する。 

－３－ 



 (2)   モニタリング実施組織のチーム編成 

     モニタリング実施組織のチーム編成は、次のとおりとする。 

    なお、派遣モニタリング要員は、本部長の指示により各チームの任務を支援するものとする。 

地元モニタリング要員 派 遣 モ ニ タ リ ン グ 要 員 
 チーム 人数 

内      訳 国 か ら の 要 員 設置者からの要員 

本 部 長  1名 公害技術センター所長   

評  価 

チ ー ム 

1 8名 公害技術センター  2名 

環境保全課    2名 

四国電力㈱    1名 

科学技術庁       1名 

放射線医学総合研究所  1名 

日本原子力研究所    1名 

 

情報収集 

チ ー ム 

1 8名 公害技術センター  1名 

環境保全課    1名 

四国電力㈱    1名 

交通消防課    1名 

科学技術庁       1名 

放射線医学総合研究所  1名 

日本原子力研究所    1名 

動力炉核燃料開発事業団 1名 

 

試料計測 

チ ー ム 

1 5名 公害技術センター  3名 

環境保全課    1名 

日本原子力研究所    1名  

空間ガンマ線サー 

ベイチーム 

6 55名 公害技術センター  6名 

八幡浜中央保健所 1名 

伊方町      5名 

保内町      1名 

瀬戸町      1名 

四国電力㈱    11名 

科学技術庁       1名 

放射線医学総合研究所  4名 

日本原子力研究所    3名 

動力炉核燃料開発事業団 4名 

東北電力㈱    3名 

東京電力㈱    6名 

中部電力㈱    4名 

中国電力㈱    2名 

九州電力㈱    3名 

空気モニタリング 

チーム 

3 36名 公害技術センター  5名 

八幡浜中央保健所 1名 

伊方町      1名 

保内町      1名 

瀬戸町      1名 

四国電力㈱     3名 

科学技術庁       1名 

放射線医学総合研究所  4名 

日本原子力研究所    3名 

動力炉核燃料開発事業団 4名 

東京電力㈱    3名 

関西電力㈱    5名 

日本原子力発電㈱ 4名 

試料サンプリング 

及びサーベイチー 

ム 

3 14名 公害技術センター  3名 

八幡浜中央保健所 1名 

伊方町      1名 

保内町      1名 

瀬戸町      1名 

四国電力㈱     3名 

科学技術庁       1名 

日本原子力研究所    1名 

動力炉核燃料開発事業団 1名 

東京電力㈱    1名 

モニタリングポス 

ト等監視チーム 

1 4名 公害技術センター  2名 

伊方町      1名 

四国電力㈱     1名 

  

合 計 65名(県31,伊方町8,保内町3,瀬戸町3,四電20) 66名(国35,設置者31) 

 （注）１ チーム数、要員数は、本部長が決定する。 

    ２ 測定用車両は、公害技術センター５台、国等の派遣８台とする。 
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５ モニタリング機材 

 (1) 愛媛県及び四国電力㈱の機材 

   愛媛県及び四国電力㈱は、次のとおり機材を整備する。 

愛 媛 県 四国電力㈱ 
区  分 測 定 機 器 等 数 量 

現有 計画 合計 現有 計画 合計 

 試料計測 

 チーム 

Ｇｅ半導体検出器 

低バックグランド多サンプル自動測定装置 

ＴＬＤリーダー 

アニール炉 

ミキサー 

マリネリビーカー 

4 

2 

4 

2 

3 

15 

3 

1 

3 

1 

1 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

3 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

 線量率 

 サーベ 

 イ 

可搬型ポスト 

電離箱式サーベイメータ 

ＧＭ管式サーベイメータ 

シンチレーション式サーベイメータ 

モニタリングカー 

3 

12 

12 

13 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

10 

10 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

10 

10 

1 

空間ガンマ 

線サーベイ 

チーム 

 ＴＬＤ 

 取付回 

 収 

ＴＬＤ 

ＴＬＤ用コンテナ 

ＴＬＤ取付用スタンド 

570 

6 

16 

500 

5 

10 

0 

0 

0 

500 

5 

10 

70 

1 

6 

0 

0 

0 

70 

1 

6 

 空気モニ 

 タリング 

 チーム 

可搬式ヨウ素サンプラ 

ハイボリュームエアサンプラ 

電離箱式サーベイメータ 

ＧＭ管式サーベイメータ 

シンチレーション式サーベイメータ 

8 

2 

6 

6 

7 

1 

2 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

3 

7 

0 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

4 

4 

4 

 試料サン 

 プリング 

 及びサー 

 ベイチー 

 ム 

大型水盤 

ディポジットゲージ 

採水器 

採土器 

採泥器 

電離箱式サーベイメータ 

ＧＭ管式サーベイメータ 

シンチレーション式サーベイメータ 

3 

1 

3 

5 

3 

3 

3 

6 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

4 

1 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

  モニタリングポス 

  ﾄ等監視チーム 

モニタリングステーション 

モニタリングポスト 

2 

6 

1 

2 

0 

0 

1 

2 

1 

4 

0 

0 

1 

4 

そ の 他 移動無線機 

発電機 

アラーム線量計 

フイルムバッジ 

11 

2 

70 

120 

6 

0 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

70 

0 

5 

2 

0 

120 

0 

0 

0 

0 

5 

2 

0 

120 

 （注） 愛媛県の機材については、公害技術センターが保有しているが、アラーム線量計は、公害技術センター35台、 

    交通消防課35台とする。 
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 （２） 国等から配備される機材 

 

     国等から配備される機材は、次のとおりとする。 

 

   ア 科学技術庁の要請により各関係機関から配備される機材 

         機材 

  機関名 

    機    材 

  科学技術庁 

   （水戸原子力事務所） 

サーベイメータ  ４台   移動観測車  １台 

カウンタ     １台 

  放射線医学総合研究所 サーベイメータ  ６台   集塵機    ３台 

  日本原子力研究所 

   （東海研究所） 

 

 

   （大洗研究所） 

 

サーベイメータ ２５台   移動観測車  １台 

集塵機      ３台   ヨウ素モニタ ６台 

カウンタ     ４台 

サーベイメータ １０台   移動観測車  １台 

カウンタ     ２台   集塵機    ２台 

  動力炉核燃料開発事業団 

   （東海研究所） 

 

 

   （大洗研究所） 

 

サーベイメータ ６０台   移動観測車  １台 

集塵機      ５台   ヨウ素モニタ １台 

カウンタ     ４台 

サーベイメータ ３０台   移動観測車   １台 

集塵機      ２台   ヨウ素モニタ  １台 

カウンタ     ３台 

 

 

  イ 通商産業省の要請により最寄りの設置者から順次配備される機材 

      機材名 

 電力会社名 

   サーベイ 

   メータ(台) 

  ダスト 

  サンプラ(台) 

ＴＬＤ 

(個) 

  フイルム 

  バッチ等(個) 

 東北電力㈱ ４ ２ ５０ ３０ 

 東京電力㈱ １０ ３ ３０ ５０ 

 中部電力㈱ １０ ２０ １００ ３０ 

 関西電力㈱ １０ ２ １００ ５０ 

 中国電力㈱ １０ １０ １００ ５０ 

 九州電力㈱ ４ ２ ３０ ２０ 

 日本原子力発電㈱ ８ ２ ４０ ４０ 

 

 （３） モニタリング機材の保管等 

 

     モニタリング機材は、各チームの業務目的に合わせて所定の場所に分類保管するなどして、各業務での円滑な運用に資

することとし、機材が、常に正常な状態で使用できるよう定期的に保守点検を行うこととする。 
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６ モニタリングの実施 

 

 （１） 段階的モニタリングの実施 

 

     防災対策を効果的に実施する判断資料を得るため、次によりモニタリングを段階的に実施する。 

  配 備 体 制 
 

 モニタリングの 

 目     的 配 備 時 期 区分 
組     織     等 

防災対策本部 

設置前のモ 

ニタリング 

 防災対策を効果的 

 に実施する判断資 

 料及び災害対策本 

 部設置後のモニタ 

 リングを効果的に 

 行う。 

発電所の事故によ 

り、放射性物質が 

外部に放出され、 

県設置(九町越公 

園)の測定器の空 

間ガンマ線量率の 

値が0.15μＧｙ/h 

を超えたとき。 

Ａ
レ
ベ
ル 

 公害技術センターを中心に 

 モニタリング体制を確立す 

 る。 

 

第一 

段階 

モニ 

タリ 

ング 

 

 適切な防護対策の 

 決定に資するため 

 に周辺環境におけ 

 る予測線量当量を 

 迅速に推定する。 

 

災害対 

策本部 

設置後 

のモニ 

タリン 

グ 

第二 

段階 

モニ 

リン 

グ 

 周辺住民が実際に 

 被爆したと考えら 

 れる線量当量を評 

 価し、あわせて環 

 境の放射能汚染の 

 時間的経過を把握 

 する。 

・放射性物質の放 

出量が増加し、県 

設置の測定器の空 

間ガンマ線量率の 

値が10μＧｙ/h以 

上、あるいは、周 

辺住民地域の予測 

線量当量が５mＳv 

以上になると予測 

されるとき。 

Ｂ
レ
ベ
ル 

 愛媛県災害対策本部及び 

 モニタリング本部を設置す 

 る。 

 （ 注 ） モニタリングのチーム数及び要員数は、本部長（所長）が決定する。 
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 （２） モニタリングの実施内容等 

 

     モニタリングの段階別チーム別実施内容及び記録報告様式は、次のとおりとする。 

 災害対策本部設置後 
 のモニタリング 

報告様式 

 

業  務  内  容 災害対策本 
部設置前の 
モニタリン 
グ 

第１段階
モニタリ
ング 

第２段階
モニタリ
ング 

 

本部長 
モニタリング本部を統括し、モニタリ 
ング作業を指揮する。 

◎ 
 

◎ 
 

◎ 
 

 

 1 放出源状況の確認 ◎ ◎   

 2 気象情報の解析 ◎ ◎   

 3 モニタリング計画の策定 ◎ ◎   

 4 モニタリング結果の解析評価 ◎ ◎ ◎  

 5 空間ガンマ線量率の予測地図の作成  ◎ ◎  

 6 大気中放射性物質濃度の予測地図の作成  ◎ ◎  

 7 予測線量当量評価  ◎ ◎  

 8 住民の甲状腺線量当量の評価   ◎  

 9 住民の外部全身線量当量の評価   ◎  

 
 
 
 

評価チーム 

10 蓄積放射性物質の時間的変化の追跡調査   ◎  

 1 放出源情報の収集、整理及び報告 ◎ ◎  様式 8 

 2 気象情報の収集及び報告 ◎ ◎ ◎ 様式 9 情報収集 
チーム  3 各チームからの測定結果等の収集、整理、 

  報告及び連絡並びに緊急時迅速放射能影響 
  予測システムによる情報収集 

◎ 
 
 

◎ 
 
 

◎ 
 
 

様式 10 
 
 

 1 環境試料中の放射性ヨウ素濃度の測定  ◎ ◎ 様式 4 試料計測 
チーム  2 環境試料中の放射性核種濃度の測定  ◎ ◎ 様式 4 

 1 ＴＬＤによる積算線量の測定   ◎ 様式 5 

 2 空間ガンマ線 量率の測定 ◎ ◎ ◎ 様式 6 

 3 移動観測車による空間ガンマ 線量率 
  及び気象データの監視、測定 

◎ 
 

◎ 
 

◎ 
 

様式 6 
 

空間ガン 
 
マ線サー 
 
ベイチーム 

 4 ＴＬＤの配置回収  ◎ ◎ 様式 3 

 1 大気中の放射性ヨウ素の採取、簡易測定 ◎ ◎ ◎ 様式 1 空気モニ 
タリング 
チーム  2 大気中の浮遊塵の採取  ◎ ◎ 様式 1 

試料サンプ 
リング及び 
サーベイ 
チーム 

  飲料水、農畜産物、土壌等環境試料 
  の採取及び簡易測定 
 
 

 

◎ 
 
 
 

◎ 
 
 
 

様式 2 
 

モニタリン 
グポスト等 
監視チーム 

 モニタリングステーション、モニタリン 
 グポスト等による空間ガンマ線 量率及 
 び気象データを連続監視 

◎ 
 
 

◎ 
 
 

◎ 
 
 

様式 7 
 
 

 (注) 試料サンプリング及びサーベイチームが、迅速に採取することが困難な試料については、モニタリング本部長の指示に基

づき、関係機関または関係市町村が、採取する。なお、計測に必要な種類別試料量は、飲料水 ２０リットル、葉菜 ５キロ

ギラム、牛乳５リットル、その他の農畜産物５キログラム、水産物 可食部分 ５キログラムとする。 
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 （３）  モニタリング要員の段階別チーム別配置内訳 
      モニタリング要員の段階別チーム別配置内訳は、次のとおりとする。 

災 害 対 策 本 部 設 置 後 の モ ニ タ リ ン グ   災害対策本部設置前の 
  モニタリング 第 １ 段 階 モ ニ タ リ ン グ 第 ２ 段 階 モ ニ タ リ ン グ  

人数 地元モニタリング要員 人数 地元モニタリング要員 派遣モニタリング要員 人数 地元モニタリング要員 派遣モニタリング要員 
本 部 長 1名 公害技術センター所長 1名 公害技術センター所長  1名 公害技術センター所長   

評  価 
チ ー ム 

5名 公害技術センター 2名 
環境保全課    2名 
四国電力㈱    1名 

8名 公害技術センター 2名 
環境保全課    2名 
四国電力㈱    1名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  1名 
日本原子力研究所    1名 

8名 公害技術センター 2名 
環境保全課    2名 
四国電力㈱    1名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  1名 
日本原子力研究所    1名 

 

情報収集 
チ ー ム 

4名 公害技術センター 1名 
環境保全課    1名 
四国電力㈱    1名 
交通消防課    1名 

8名 公害技術センター 1名 
環境保全課    1名 
四国電力㈱    1名 
交通消防課    1名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  1名 
日本原子力研究所    1名 
動力炉核燃料開発事業団 1名 

8名 公害技術センター 1名 
環境保全課    1名 
四国電力㈱    1名 
交通消防課    1名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  1名 
日本原子力研究所    1名 
動力炉核燃料開発事業団 1名 

 

試料計測 
チ ー ム 

4名 公害技術センター 3名 
環境保全課    1名 

5名 公害技術センター 3名 
環境保全課    1名 

日本原子力研究所    1名 5名 公害技術センター 3名 
環境保全課    1名 

日本原子力研究所    1名  

空間ガンマ線サー 
  ベイチー 

25名 公害技術センター 6名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      5名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱   11名 

37名 公害技術センター 6名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      5名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱   11名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  4名 
日本原子力研究所    3名 
動力炉核燃料開発事業団 4名 

55名 公害技術センター 6名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      5名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱   11名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  4名 
日本原子力研究所    3名 
動力炉核燃料開発事業団 4名 

東北電力㈱    3名 
東京電力㈱    6名 
中部電力㈱    4名 
中国電力㈱    2名 
九州電力㈱    3名 

空気モニタリング 
 チーム 

12名 公害技術センター 5名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      5名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱    3名 

24名 公害技術センター 5名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      1名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱    3名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  4名 
日本原子力研究所    3名 
動力炉核燃料開発事業団 4名 

36名 公害技術センター 5名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      1名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱    3名 

科学技術庁       1名 
放射線医学総合研究所  4名 
日本原子力研究所    3名 
動力炉核燃料開発事業団 4名 

東京電力㈱    3名 
関西電力㈱    5名 
日本原子力発電㈱ 4名 

試料サンプリング 
及びサーベイチー 
 ム 

10名 公害技術センター 3名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      1名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱    3名 

13名 公害技術センター 3名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      1名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱    3名 

科学技術庁       1名 
日本原子力研究所    1名 
動力炉核燃料開発事業団 1名 

14名 公害技術センター 3名 
八幡浜中央保健所 1名 
伊方町      1名 
保内町      1名 
瀬戸町      1名 
四国電力㈱    3名 

科学技術庁       1名 
日本原子力研究所    1名 
動力炉核燃料開発事業団 1名 

東京電力㈱    1名 

モニタリングポス 
 ト等監視チーム 

4名 公害技術センター 2名 
伊方町      1名 
四国電力㈱    1名 

4名 公害技術センター 2名 
伊方町      1名 
四国電力㈱    1名 

 4名 公害技術センター 2名 
伊方町      1名 
四国電力㈱    1名 

  

合 計 65名(県31,町14,四電20) 100名(県31,町41,四電20,国35) 131名(県31,町14,四電20,国35,他電力31) 
（ 注 ） １ モニタリング数及び要員数については、本部長（所長）が決定する。 
      ２ 第１段階のモニタリングであっても、活動が広範囲におよんだり、長期化するような場合には、必要に応じて派遣モニタリング要員にも派遣を要請する。   

－
９
－

 



  （４） モニタリング実施地点 

 

     ア モニタリング実施地点は、あらかじめ定めたモニタリング実施地点図のうちから、次により評価チームが、放出源情     

報、気象情報等を考慮して定める。 

災害対策本部設置後 
 

災害対策本部設置 

 

前のモニタリング 第１段階モニタリング 第２段階モニタリング 

1 空間ガンマ線最大 

 線量率及び大気中 

 ヨウ素最大濃度の 

 出現予定地点近傍 

災害対策本部設置前の 

モニタリングによって 

必要と認められる地点 

2 空間ガンマ線最大線量率及び大気中ヨウ素最大濃度 

 出現予測地点を中心とするおおむね60度セクター内 

 の地点をはじめとして、必要に応じ、おおむね120度 

 セクター内の地点 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
地
点 

3 風下方向の集落(地点数は、気象状況等により適宜 

 決める。 

 第１段階モニタリングによって 

 必要と認められる地点 

 

    イ 海上におけるモニタリングについては、必要に応じて、漁業取締船等を使って実施するものとする。 

 

  （５） 測定・分析方法 

 

      測定・分析方法は、次のとおりとする。 

測定・分析項目   測 定 機 器 等   測 定 ・ 分 析 方 法 

モニタリングステーション及び 
モニタリングポスト（ＮａＩ(Tl) 
シンチレーション検出器、電離箱 
検出器） 

テレメータによる連続測定（県及び発電所） 

移動観測車（ＮａＩ(Tl)シンチレー 
ション検出器） 

走行測定及び定点観測 

可搬型ポスト 定点連続測定 

ガンマ線量率 

電離箱式サーベイメータ、ＧＭ管 
式サーベイメータ及びシンチレー 
ション式サーベイメータ 

定点観測 

積算線量 ＴＬＤ（熱蛍光線量計） 

定点観測 
(運搬には、鉛コンテナを使用)、『熱ルミネッセン 
 ス線量計を用いた環境γ線測定法（科学技術庁）』 
 等による 

大気中の放射性 
ヨウ素濃度 

モニタリングステーション 
（ヨウ素モニタ）可搬式ヨウ素 
サンプラ、ゲルマニウム半導体 
検出装置 

定点での試料採取 
『ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析法（科 
 学技術庁）』等による 

環境試料中の 
ヨウ素濃度 

ゲルマニウム半導体検出装置 定点での試料採取 
『ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析法（科 
学技術庁）』等による 

大気中の放射性 
物質濃度 

モニタリングステーション 
（ダストモニタ） 
ハイボリウムエアサンプラ 
 

定点での試料採取 
『全ベータ放射能測定法（科学技術庁）』等による 

－１０－ 



 低バックグランド放射能自 
動測定装置 

 

環境試料中の 
放射性核種濃度 

ゲルマニウム半導体検出装 
置 

定点での試料採取 
『ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析法 
(科学技術庁)』等による。 

モニタリングステーション テレメータによる連続測定 

移動観測車 定点連続測定 気  象 

発電所気象観測局 テレメータによる連続測定 

 

  (注) 特に定めのない事項については、『緊急時環境放射線モニタリング指針』(昭和59年6月14日 原子力安全委員会)、または

平常時モニタリングにおける測定・分析方法等に準じて行うものとする。 

 

 

  （６） 線量当量の推定評価 

 

      線量当量の推定評価は、『緊急時環境放射線モニタリング指針(昭和59年6月14日 原子力安全委員会)』に定める方法に

準じて行うものとする。 

 

 

７ 通信連絡系統 

 

  モニタリングの通信連絡は、次の通信連絡系統図により行うものとする。 

 

        通 信 連 絡 系 統 図 
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無線 

無線 

電話 

電話(ﾎｯﾄﾗｲﾝ) 

電話 

電話 

無線 

災

害

対

策

本

部 
モ

ニ

タ

リ

ン

グ

本
部 

現地派遣専門家チーム 地方気象台 

評
価
チ
ー
ム 

気象解析担当 

予測線量当量 
実被ばく線量解析 

担当

モニタリング担当 

事故事業所 

情
報
収
集
チ
ー
ム 

モニタリングチーム担当 

放出源情報担当 

記録，表示担当 モニタリングポスト等 
監視チーム 

試 料 計 測 チ ー ム 

事 故 事 業 所
モニタリングチーム

空間ガンマ線サーベイ 
チーム

空気モニタリング 
チーム

試料サンプリング及び 
サーベイチーム

無線 



８ 資 料 

  モニタリング実施のため、次の資料を整備しておくものとする。 

  また、これらの資料は、社会環境等の変化に応じて適宜修正追加等見直しを行うものとする。 

 

 (１) モニタリング実施地点図 

   ア モニタリングステーション、モニタリングポスト等配置図 

   イ ＴＬＤ配置図 

   ウ 環境試料採取地点図 

   エ 空間ガンマ線量率サーベイ地点図 

 (２) 平常時モニタリング実施地点図及び平常時モニタリングデータ 

 (３) 防災対策を重点的に充実すべき地域（以下「重点地域」という。）の地図 

 (４) 重点地域の人口分布に関する資料 

 (５) 重点地域の飲料水供給状況に関する資料 

 (６) 重点地域の農畜産物の生産及び流通並びに水産物の漁獲及び流通に関する資料 

 (７) 原子力発電施設に関する資料 

 (８) 等照射線量率図、等濃度図等希ガス、ヨウ素による線量当量算定のための資料 

 (９) 重点地域の気象データ 

 (10) 重点地域における交通網通信連絡系統図 

９ その他 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

  この要領は、昭和５７年３月２４日から施行する。 

  この要領は、平成元年４月１日から施行する。 

－１２－ 



（様式１） 

                     （指 令 番 号）         

                     （指令年月日時）         

 
 

大気中放射性（粒子状物質・ヨウ素）採取記録票 
 

                     （チーム名）           

                     （地点番号）           

                     （地 点 名）           

 
 

取 付 担 当 者 名  取
付
時 取 付 日 時         月  日   時  分 

回 収 担 当 者 名  回
収
時 回 収 日 時         月  日   時  分 

エ ア 吸 引 時 間  

エ ア 吸 引 量（ｍ３）  

引 渡 日 時         月  日   時  分 

備     考  

 
 
 
 （ 参 考 ） 

測 定 結 果  

使 用 測 定 器  

 



（様式２） 

                     （指 令 番 号）         

                     （指令年月日時）         

 
 

環 境 試 料 採 取 記 録 票 
 

                     （チーム名）           

                     （地点番号）           

                     （地 点 名）           

 
 

環 境 試 料 名   

採 取 日 時         月  日   時  分 

引 渡 日 時         月  日   時  分 

備     考  

 
 
 
 （ 参 考 ） 

測 定 結 果  

使 用 測 定 器  

 



（様式３） 

                     （指 令 番 号）         

                     （指令年月日時）         

 
 

Ｔ Ｌ Ｄ 配 置 ・ 回 収 記 録 票 
 

                     （チーム名）           

                     （地点番号）           

                     （地 点 名）           

 

Ｔ Ｌ Ｄ 番 号  

配 置 担 当 者 名  配
置
時 取 付 日 時         月  日   時  分 

回 収 担 当 者 名  回
収
時 回 収 日 時         月  日   時  分 

測 定 期 間  

備     考  

 
 
 
 （ 参 考 ） 

配置時  
測定結果 

回収時  

使 用 測 定 器  

 
 



（様式４） 
環 境 試 料 測 定 結 果 

 

                                       （チ ー ム 名）            

                                       （測定担当者名）            

                                       （使用測定器名）            

 

測 定 結 果 指令 
番号 

指 令 
月日時 

試料名 地点番号 地点名 
採 取 
日時分 Ｉ-131 Cs-137 Co-60 K-40   単位 

備 考 

              

 



（様式５） 
環 境 試 料 測 定 結 果 

 

                                       （チ ー ム 名）            

                                       （測定担当者名）            

                                       （使用測定器名）            

 
                                                 （単位    ） 

地点番号 地 点 名 指令番号 指令月日時 配 置 ・ 回 収 日 時 設置期間 測定結果 備  考 

  月  日   時  分 
  

  月  日   時  分 
   

  月  日   時  分 
  

  月  日   時  分 
   

  月  日   時  分 
  

  月  日   時  分 
   

  月  日   時  分 
  

  月  日   時  分 
   

  月  日   時  分 
  

  月  日   時  分 
   

  月  日   時  分 
  

  月  日   時  分 
   



（様式６） 

                     （指 令 番 号）         

                     （指令年月日時）         

 
 

空 間 ガ ン マ 線  量 率 測 定 結 果 
 

                  （チ ー ム 名）            

                  （測定担当者名）            

 
                  （使用測定器名）            
 
 
 

地点番号 地 点 名 測 定 時 刻 測 定 結 果 備  考 

     

 
 
 
 
 
（様式７） 
 モニタリングステーション，モニタリングポスト等による空間ガンマ線線量率及び気象

の測定結果はテレメータシステムの時報様式等に従うものとする。 

 
 



（様式８） 

 第  報 

 

伊方発電所（  号炉）異常事態通報 

 

                          受信日時分：            

                          受 信 者：            

                          発 信 者：            

 

１ 事故発生時刻(24時表示)：  年  月  日  時  分 

２ 事故発生時の原子炉出力：   ％ 

３ 事 故 の 種 類 ： 

４ 事 故 の 原 因 ： 

５ 防災対策への要望事項： 

６ 関係機関への連絡確認： 

７ 放射性物質放出の情報  

 (1) 放 出 状 態 a) 格納されている  放出中  放出したが現在止まっている 

            b) 放出高さ   ｍ 

            c) 放出のタイプ ： スタック  その他 

 (2) 現在までの放出量 a) 放出量   Bq  希ガス   Bq ，よう素   Bq 

            b) 放出時間   hrs 

 (3) 現在の放出状況 a) 放出濃度   Bq/cm3  希ガス   Bq/cm3   

                          よう素   Bq/cm3    

            b) 放 出 量   Bq/sec  希ガス   Bq/sec 

                          よう素   Bq/sec 

 (4) 今後の放出予測 a) 放出推定   Bq 希ガス   Bq，よう素   Bq 

            b) 放出時間   hrs 

８ 気 象 状 況（  時  分現在） 

 (1) 大気安定度     

 (2) 風向   風速   m/sec 

９ モニタリングポスト等指示値（  時  分現在） 

 (1) 位置  空間ガンマ線量率   μGy/hr (5) 位置  空間ガンマ線量率   μGy/hr 

 (2) 位置  空間ガンマ線量率    μGy/hr (6) 位置  空間ガンマ線量率   μGy/hr 

 (3) 位置  空間ガンマ線量率   μGy/hr (7) 位置  空間ガンマ線量率   μGy/hr 

 (4) 位置  空間ガンマ線量率   μGy/hr (8) 位置  空間ガンマ線量率   μGy/hr 

10 格納容器排気筒モニタカウント率（  時  分現在） 

   現在    cps，平常    cps 

11 補助建屋排気筒モニタカウント率（  時  分現在） 

   現在    cps，平常    cps 



12 予測線量当量（  時  分現在） 

 (1) 予測全身被ばく        a) 方位   距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                  b) 方位   距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                  c) 方位   距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
 (2) 予測甲状腺線量当量      a) 方位   距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                  b) 方位   距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                  c) 方位   距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 
                         距離   Km ： 線量当量   mSv 

13 プラントの状況（  時  分現在） 

 (１) １次冷却系の圧力上昇 ： yes ，no 

 (２) １ 次 冷 却 系 の 圧 力 ： 現在   Kg/cm2g ， 定格   Kg/cm2g 

 (３) １ 次 冷 却 系 の 温 度 ： 現在   ℃    ， 定格   ℃ 

 (４) 加 圧 器 レ ベ ル ： 現在   ％    ， 定格   ％ 

 (５) 外 部 電 源 あ り ： yes ，no 

 (６) 余熱除去系の機能維持 ： yes ，no 

 (７) Ｅ Ｃ Ｃ Ｓ 作 動 ： yes ，no 

 (８) 非常用ジーゼル運転中 ： yes ，no 

 (９) すべての制御棒挿入 ： yes ，no 

 (10) ボ ロ ン 添 加 ： yes ，no 

 (11) 格 納 容 器 を 隔 離 ： yes ，no 

 (12) 格 納 容 器 圧 力 ：    Kg/cm2g 

 (13) 格納容器スプレイ作動 ： yes ，no 

 



（様式９） 

                     （指 令 番 号）         

                     （指令年月日時）         

 
 

気 象 観 測 記 録 票 
 

                     （チーム名）           

                     （地点番号）           

                     （地 点 名）           

 
 

観 測 年 月 日        年  月  日 

観 測 時 刻     

風 向     

風 速     

日 射 量     

放射収支 量     

大気安定 度     

温 度     

項 
 
 
 
 
 
 
 

目 

湿 度     

備     考     

 
 



（様式１０） 

                      （指 令 番 号）        

                      （指令年月日時）        

 

 

指 令 書 

 

 

 指令相手先名                              

 指 令 内 容                                

                                   

 

 処 置 内 容                                

                                   

                                   

                                   

 




